
長崎県

【令和４年度版】
雇用調整助成金等の申請や休業・在籍型出向支援のための

「長崎県緊急雇用維持アドバイザー」を派遣します！！
国の雇用調整助成金等の申請や在籍型出向に係る労務管理に関する助言を行うアドバイザー

（社会保険労務士）を事業所等に派遣します。
申請書類の作成が難しい、出向を活用したいけど労務管理をどうすればいいか分からない、

などのお悩みがある事業所等におかれましては、ぜひご活用ください！

１．雇用調整助成金（緊急雇用安定助成金含む）【国：長崎労働局】
経済上の理由（新型コロナウイルス感染症の影響を含む）により事業活動の縮小を
余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、
労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するもの。

２．産業雇用安定助成金【国：長崎労働局】
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、
在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対し
て、その出向に要した賃金や経費の一部を助成するもの。

対象の助成金

■対象

■派遣・相談料

■派遣回数等

■申込方法

■申込み・問合せ先

県内に所在する事業所

無料（専門家謝金等は県が負担します。）

１事業所につき１回２時間程度
雇用調整助成金に関する相談については３回を限度
在籍型出向に関する相談については５回を限度

裏面の申込書に必要事項を記入し、令和５年２月１０日（金）までに
下記の宛先へ郵送またはＦＡＸ、メールで送信してください。

〒850-8570 長崎市尾上町３－１
長崎県 産業労働部 雇用労働政策課 労政福祉班
ＴＥＬ：０９５－８９５－２７１４
ＦＡＸ：０９５－８９５－２５８２

メール：adviser-n@pref.nagasaki.lg.jp

■アドバイザー 社会保険労務士

◆ステップ１ 申込書を県に提出
◆ステップ２ アドバイザー派遣決定通知書を県から事業主へ送付
◆ステップ３ 事業主とアドバイザーとの間で訪問する日程を調整
◆ステップ４ アドバイザー訪問
◆ステップ５ 利用報告書を県に提出

利用の流れ

派遣・相談料

無料

休業や在籍型出向に係る労務管理の方法などの
アドバイスも行います。




